
「安全研修会」を開催～いわき住宅建築工事労働災害防止協議会～
12月6日、（一社）いわき労働基準協会会議室において、住宅建築を施工する業

者で構成する上記協議会が主催し、安全研修会が開催されました。
研修会においては、当署安全衛生課長より、年末年始無災害運動、いわき市内の

労働災害発生状況、転倒災害の防止、職場の健康管理の推進等について説明を行い
ました。
席上、署長挨拶を行いました。概要次のとおり。

〇 12月を各社における1年間の労働災害防止活動の総仕上げと位置付けて推進願いたい。
〇 重要なのは、現場で働く一人一人に安全意識の浸透、共有を図ることと考えている。
〇 社長メッセージ、パトロール、掲示の推進、声掛け活動ほか、広範な展開をお願いしたい。
〇 監督署としても、この一か月が勝負と考え、建設業の現場を重点にお伺いする予定である。

いわき労働基準監督署

署長室よりいわきAliosを望む（R03.10撮影）

◎ 資料等、自由にご利用ください
◎ 記事の要望や感想をお待ちしています！
（いわき労働基準協会までお寄せください）

福島県最低賃金 時間額 ８２８円

福島労働局長 企業訪問レポート（長時間労働削減取組企業）
福島労働局では、11 月の「過重労働解消キャンペーン」の取組の一環として、労働局長が長

時間労働の削減等に積極的に取り組む県内企業を訪問し、取組についてお話をお聞きしています。
今回は、郡山市の隂山建設株式会社様を訪問し、ノー残業デー、勤怠アプリ及びWEB会議の活用、
またDX（デジタルトランスフォーメーション）の推進等についてお聞きしました。

詳しくは福島労働局サイトへ→こちら これまでの企業訪問事例は→こちら

労働災害多発注意報発令中（～12/31)

現場指導・パトロール実施中

STOP！転倒災害

職場の感染防止

墜落・転落災害防止

熱中症予防

年末年始無災害運動実施中（2021.12.1～2022.1.15）
安全気運の向上に活用を！（詳しくは中央労働災害防止協会のホームページ参照）

「福島冬季転倒災害防止運動」実施中！（～2022.2.28）
署長パトロール実施中です

転ばない
でね！

河川工事等の現場をパトロール～いわき地区建設業安全衛生連絡協議会～
12月９日、いわき市内の建設事業者で構成する上記協議会の定例パトロールが

実施されました。パトロールには、協議会会員事業者及び当署のほか、発注機関の
福島県いわき建設事務所からも参加し、いわき市内の河川災害復旧工事や鉄骨組み
立て工事の現場を巡視し、安全管理状況等の点検を行いました。
パトロール終了後、署長より講評を行いました。概要次のとおり。

〇 この12月は、安全作業を最優先とし、ゼロ災害で明るい正月を迎えることが何よりも重要。
〇 あわただしい年末の中で、作業員一人一人が安全を最優先に考えて行動するよう徹底を。
〇 この年末は、一年間の安全管理の総決算として、一層の活動強化をお願いしたい。
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